
信用保証協会は、中小企業のみなさまが事業資金の融資を受けられる時に、公的な立場でバックアップいたします。
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01 令和8年度経営計画について

　3月27日開催の理事会において、令和8年度経営計画を次のとおり決定しました。

02 令和8年度金融機関感謝状の贈呈基準について

　中小企業・小規模事業者の皆さまの発展に向け、積極的に信用保証を活用いただいた金融機関および金融機関店舗に対して、
感謝状を贈呈しています。 今年度は以下の基準に該当する皆さまに感謝状を贈ります。 引き続き保証付融資の推進にご協力賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。

令和8年度経営計画

● 業務計画

● 業務運営方針
1 ）

2 ）
3 ）
4 ）

金融機関、士業等と連携したモニタリングを通じ、最適な
支援を行う
経営者保証を不要とする保証を一層推進する
きめ細かなフォローアップを推進し、早期の経営支援に取り組む
人材育成、好事例の共有等により経営支援の質を高める

5 ）
6 ）
7 ）

8 ）

サービサーとの役割分担を一層明確化し、効果的な回収に努める
事業再生や生活再建に対する支援に継続して取り組む
組織体制の見直し、デジタル技術の積極的な活用等により経営基盤
を強化する
SDGs達成に向けた取組を推進する

保 証 承 諾
保証債務残高
代 位 弁 済
実 際 回 収

項 目

3,500億円
1兆5,080億円

290億円
59億円

計 画 額

92.1%
97.7%
96.7%
103.5%

前 年 度 計 画 比

93.3%
95.7%
106.2%
75.0%

前 年 度 実 績 比

※ 令和8年度経営計画の詳細につきましては、当協会ホームページに掲載しています。

※ 感謝状の贈呈基準の詳細につきましては、当協会ホームページに掲載しています。

[ 感謝状贈呈基準 ]

2 金融機関
店舗部門

令和8年度末において、以下のいずれの条件も満たす金融機関
(1) 保証債務残高が100億円以上、かつ対前年比が全体の平均以上　　(2) 保証債務残高のある顧客数が1,000先以上
(3) 代位弁済率が全国平均または兵庫県平均のいずれか低い方以下

令和8年度末において、以下のいずれの条件も満たす金融機関店舗
①保証債務残高の対前年比が上位（神戸事務所、阪神事務所、姫路事務所は10位以内、但馬支所、淡路支所は3位以内、西脇支所、
　加古川支所は5位以内）
②保証債務残高が基準以上（神戸事務所、阪神事務所、姫路事務所は10億円以上、但馬支所、淡路支所、西脇支所、加古川支所は3億円
以上）かつ対前年比が全体の平均以上
③代位弁済率が全国平均または兵庫県平均のいずれか低い方以下

構成比：対象となる保証制度などの保証承諾件数／金融機関ごとの総保証承諾（※） 件数

以下の保証制度などにつき、保証承諾件数が上位5位以内のうち、構成比が高い3位以内の金融機関
また、「経営者保証を不要とする保証」は、同保証について、前年度に比べて実績が著しく増加した金融機関も
対象とします

経営者保証を不要と
する保証

事業者選択型経営者保証非提供制度、事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度、経営者保証ガイド
ライン（金融機関連携型、財務型、担保充足型など）に基づく経営者保証を不要とする保証など

項　目 対象となる保証制度

伴走支援 協調支援型特別保証制度、モニタリング強化型特別保証制度

項　目 対象となる保証商品
以下の保証商品などにつき、保証承諾件数が上位3位以内の金融機関

社会課題解決
SDGs支援保証「ステップ」、SDGs社債保証、技術・経営力発展保証「スター」、災害時発動型予約保証「そなえ」、
兵庫県融資制度「事業応援貸付（SDGs支援貸付）」、兵庫県融資制度「事業応援貸付（脱炭素・環境保全貸付）」
※災害時発動型予約保証「そなえ」は保証予約件数を集計します。

創業・再チャレンジ 創業関連保証、再挑戦支援保証、スタートアップ創出促進保証制度

3 特別部門

1 金融機関
部門

※  「経営者保証を不要とする保証」は法人のみ
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03 中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口のご案内

　当協会では、「中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」を設置し、原油価格上昇や
中東・ウクライナ情勢の変化等により、経営に支障が生じる可能性がある中小企業・小規模事業者の皆さま
からの資金繰り等に関するご相談をお受けしています。
　窓口は各地域を担当する事務所・支所となります。

CREDIT

GUARANTEE

CORPORATION

NEWS

04 景気動向調査の結果をお知らせします ～景況感の悪化が見られる～

　令和8年3月の調査結果がまとまりましたので、お知らせします。

調 査 要 領
① ： 令和8年3月調 査 時 点 ② ： 無記名、Web方式調 査 方 法
③ ： 3,000事業者調 査 対 象 ④ ： 385（回答率12.8%）有効回答数
※ 本調査は四半期ごとに当協会の保証利用企業を対象に実施しています。
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当期（1-3月）の DI値は、前期（ 10-12月）に比べ「生産・売上」「採算」「資金繰り」において悪化し、「借入難易感」において改善しました。
次期（4-6月）のＤＩ値は、当期（ 1-3月）に比べ「生産・売上」「採算」「資金繰り」において改善し、「借入難易感」において悪化する見込
みとなっています。
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景気動向調査にご協力いただいた皆さまに厚くお礼申し上げます。今後も引き続き、ご協力いただきますようお願い申し上げま
す。ご回答いただいた結果を踏まえ、信用保証制度の適切な運営に取り組んでまいります。なお、調査内容の詳細につきまして
は、当協会のホームページにて公表しています。 

※ 構成比の数値は、小数点第2位を四捨五入したものです。そのため、個々の構成比の合計が100％にならない場合があります。

ご相談窓口はこちら
（各事務所・支所）

ホームページはこちら



神戸
事務所

調整相談二課

（左から） 吉岡、植戸、松田副所長、前園、川原（左から） 本田、細見、牧野課長、大原、米田

調整相談一課

神戸事務所長

垰 久美

副所長

三宅 道晴
（保証相談担当）

副所長

松田 正彦
（調整相談担当）

各地域の担当者 灘区、中央区（東部）：細見
東灘区、中央区（北部・北西部）：大原
中央区（南西部）、北区：本田　各地区副担当：米田

あなたのまちの 信用保証協会
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各地域の担当者 須磨区、垂水区、西区：植戸
各地区副担当：吉岡、川原

兵庫区、長田区：前園

☎ 078-393-3924☎ 078-393-3915

（左から） 山路、米澤、北村課長、大道、藪内

保証相談一課 ☎ 078-393-3909

各地域の担当者 中央区（南東部）：米澤　中央区（中心部・南西部）：大道
中央区（北部）：山路 各地区副担当：藪内

担当地域／神戸市中央区

（左から） 中藤、松村、尾上、藤井課長、三代、阿江、脇

保証相談二課

各地域の担当者 兵庫区：尾上
北区：松村
各地区副担当：脇

東灘区：三代、中藤
灘区：阿江

☎ 078-393-3913担当地域／神戸市東灘区、灘区、
　　　　　兵庫区、北区

担当地域／神戸市兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区

保証相談三課

（左から） 北原、山野、岩崎課長、吉田、藤後、倉下

各地域の担当者 長田区：山野
垂水区：北原
西区（北部）：倉下

西区（主要部）：吉田
須磨区：藤後

☎ 078-393-3916担当地域／神戸市長田区、須磨区、
　　　　　垂水区、西区

担当地域／神戸市東灘区、灘区、中央区、北区



中小企業・小規模事業者の皆さまをサポートする相談窓口を紹介いたします。

（左から） 髙次、森、原、藪内班長、青田、埴岡、山田

阪神
事務所

（左から） 渡邉、石本、藤井、大原課長、桃尾、八杉、佐藤

保証相談一課

調整相談課

（左から） 山根、加藤、川床、宮嵜課長、鵜飼、福岡

経営支援部長

井上 能秀
副部長

佐藤 浩司

経営
支援部

阪神事務所長

平田 真司
副所長

按田 茂郎

支援統括課

（左から） 芦田、島、中村課長、黒田、伊藤
☎ 078-393-3920

（左から） 岡﨑、堀口課長、村上

伴走支援課 ☎ 078-393-3951
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再生発展支援課

（左から） 市川、末吉、島田課長、田中、小原

☎ 078-393-4024

再生発展支援課 (経営支援強化事業推進班)

☎ 078-393-3904

☎ 06-6411-4146

各地域の担当者 尼崎市東部：藤井
尼崎市中央部：石本
伊丹市北部・中部：渡邉

尼崎市北部・中部、伊丹市南部：桃尾
尼崎市西部・南部：八杉
各地区副担当：佐藤

☎ 06-6411-4156

各地域の担当者

尼崎市中部・南部・西部：川床
尼崎市北部・東部、伊丹市、川西市、川辺郡：加藤
各地区副担当：山根

西宮市、芦屋市：鵜飼
宝塚市、三田市：福岡

担当地域／兵庫県下全域

担当地域／尼崎市、伊丹市

（左から） 岡本、中西、佐々木課長、石橋、藤原、德田

保証相談二課 ☎ 06-6411-4147

各地域の担当者 西宮市中部、川西市、川辺郡：中西
西宮市北部、芦屋市、三田市：岡本
各地区副担当：德田

西宮市南部：石橋
宝塚市：藤原

担当地域／西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡

担当地域／尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡



中小企業・小規模事業者の皆さまをサポートする相談窓口を紹介いたします。

（左から） 小村、児嶌、久保、丸岡課長、中野、榎並

（左から） 西原、船越、井原課長、三田

(左から）清水、岡本、森川、坂口次長、鳥越、吉本、河合、小野田

姫路
事務所

加古川
支所

保証相談一課

副所長

奥田 明久
加古川支所長

中川 到
各地域の担当者 明石市：森川

加古川市（中央部）：吉本
加古川市（北東部）：清水
各地区副担当：小野田

加古川市（北西部）、高砂市：鳥越
加古川市（南部）、加古郡：河合
調整相談担当：岡本
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☎ 079-289-3611

調整相談課 ☎ 079-289-3613

各地域の担当者 姫路市東部（家島含む）：久保
姫路市中央部：児嶌、榎並

姫路市西部：中野
各地区副担当：小村

（左から） 下土居、足立、近藤、上野課長、荒木、岡

保証相談二課 ☎ 079-289-3612

各地域の担当者 たつの市、神崎郡、揖保郡：近藤
姫路市（大津区・余部区・勝原区）、宍粟市：足立
各地区副担当：下土居

姫路市（網干区・飾磨区・広畑区）：荒木
相生市、赤穂市、赤穂郡、佐用郡：岡

各地域の担当者

姫路事務所保証相談二課担当地域：船越
姫路事務所保証相談一課担当地域：三田
各地区副担当：西原

☎ 079-424-1105
担当地域／明石市、加古川市、高砂市、加古郡

姫路事務所長

山本 貴史
副所長

中元 健太郎

担当地域／姫路市（区部を除く）

担当地域／姫路市（区部に限る）、相生市、赤穂市、宍粟市、
たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡

担当地域／姫路市、相生市、赤穂市、
宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、
赤穂郡、佐用郡



あなたのまちの 信用保証協会
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淡路
支所

淡路支所長

杉之原 敏宏

（左から）大永、黒田、和田次長、下村

☎ 0799-22-4493
担当地域／洲本市、南あわじ市、淡路市

各地域の担当者 洲本市、南あわじ市：黒田
淡路市：大永
調整相談担当：下村

西脇
支所

西脇支所長

北野 浩一

☎ 0795-22-6775
担当地域／西脇市、三木市、小野市、加西市、丹波篠山市、丹波市、加東市、多可郡

各地域の担当者 三木市、多可郡：藤田
加西市、丹波市：荒木

丹波篠山市、加東市、各地区調整相談担当：河西、櫛田
西脇市、小野市：本宮

（左から）本宮、荒木、藤田、兼田次長、河西、櫛田

但馬
支所

但馬支所長

大禮 哲至

（左から）大櫃、森田、小川次長、田中

☎ 0796-22-5171
担当地域／豊岡市、養父市、朝来市、美方郡

各地域の担当者 豊岡市・朝来市（保証相談担当）：森田
美方郡（保証相談担当）、養父市・朝来市・美方郡（調整相談担当）：田中
養父市（保証相談担当）、豊岡市（調整相談担当）：大櫃



　株式会社Re.makeは、2023年に創業した介護事業所
だ。同事業所の利用者は要介護状態にある高齢者で、機
能訓練やレクリエーションなどを通じて高齢者の心身の健
康の維持、向上を図っている。同事業所は一般的に｢デイ
サービス｣と呼ばれており、高齢社会が進む今、どこの街に
も多数存在している。このような中にあり、同社が展開す
るデイサービスは｢リハビリ特化型｣を打ち出し、多くの利用
者を獲得している。同事業所の代表を務めるのは塩野 祐輝
さんだ。塩野さんは、同事業所を開設する以前、理学療法
士として医療機関で活躍していた。この経験が｢リハビリ特
化型デイサービス｣という独自性の創出につながったとい
う。そして今、これまでの経験をもとに新規分野への進出
を目指して奮闘中だ。新規分野とは、デイサービスでの高
齢者の健康維持、向上の枠を越えて、企業経営者や企業
で働くビジネスパーソンを対象とした健康づくりのサポー
ターになることだ。

　塩野さんが理学療法士を目指したのは21歳の頃。それ
までは兵庫県警の警察官として神戸の繁華街の交番に勤
務していた。
　｢もともと正義感が強く、高校時代は弁護士か警察官に
なりたいと思っていました。高校を卒業して腕試しに警察
学校の試験を受けてみたところ合格して、そのまま入学し
ました。実際に勤務をして、自分には合わないと感じて
約1年半で退職しました｣。
　兵庫県警を退職した塩野さんは、警察学校時代の柔道
や剣道の授業で身体を痛めたときに対応してくれた理学療
法士のことを思い出していたという。そして、そのまま理学療
法士になるために専門学校へ入学。3年間学んだ後、24歳で
国家資格に合格。加古川市にある医療機関に理学療法士
として就職も決まった。外科の担当になり、関節の痛みで苦
しむ患者、股関節の故障に悩む患者に対応していた。

　｢勤務していた医療機関が介護事業も手がけていて、高
齢者の起き上がりや寝返りなどの基本動作のサポートを
通じて生活の質を上げるお手伝いもしました。身体の故障
で入院、通院をしている患者さんは快復すると対応できま
せんが、介護事業所利用者の方には、じっくりと対応する
ことができ、その方の人生に寄り添うことができると思い、
これまで感じたことのないほど充実した気持ちになりま
した｣。
　この経験が塩野さんのその後の道を拓くことになる。
　医療分野と介護分野の2つの領域で頭角を現した塩野
さんは、介護の仕事を通じて社会に貢献したいという思い
を強めていった。地元姫路市に帰って、故郷に恩返しをし
たい。この思いで加古川市の医療機関を退職し、姫路市で
の介護事業所立ち上げを目指して、介護事業所で修行を
始めた。そのとき、利用者に理学療法士として施術をした
ところ好評で、｢こんなに喜んでいただけるとは｣と感動し
た。人は笑顔が増えると元気になる。元気な人が増えれば
まちが元気になる。理学療法士である自分だからできるこ
とがある。｢人づくりこそ、まちづくり｣との理念を掲げて、高
齢者の寝たきりや怪我、病気などの予防に力を入れる介護
事業所を立ち上げると決めた。高校時代の親友に思いを
伝えた。賛同した友人は、公務員だったが退職をした。もう
後には引けない。祖父母の紹介で開業場所を確保した。看
護師の母の紹介で看護師の採用もできた。
　｢不安はありませんでした。やりたいことが見つかったか
ら。後は前進するだけだと思いました｣。

　塩野さんが新たに計画しているのは、｢身体アプローチ｣
｢環境アプローチ｣｢業務アプローチ｣の3つの視点をもとに、
理学療法士の知見を踏まえて経営者と従業員にアドバイ
スをして健康づくりのお手伝いをすることという。
　｢多くの人は腰痛、肩こりに苦しみながら仕事をしていま
す。『身体アプローチ』は、タブレットで立ち姿を撮影してゆ
がみを発見して、姿勢改善や正しい動作のアドバイスを行い
ます。『環境アプローチ』は、職場環境の動線の見直し、

理学療法士の知見を活かして
｢企業の健康経営｣のサポーターを目指す。
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警察官から理学療法士へ。
医療分野の理学療法士から介護分野へ。

理学療法士だからできる
｢リハビリ特化型デイサービス｣で注目を集める。

3つの視点と理学療法士の知見を組み合わせ
企業の健康経営をサポート。

リ   メイク



高機能事務機導入のアドバイスを行い、『業務アプローチ』
としてはITによる業務の効率化を提案します。いわば企業
の健康経営のお手伝いです｣。　
　企業の健康経営が単なる理念にならないように、塩野
さんはスタッフの健康管理にも徹底的に取り組んでいる。

　これから塩野さんが開ける扉にはどんな世界が広がっ
ているのだろう。新しい出会いが、塩野さんを新たな世界
へと導くのかもしれない。

信用保証協会を利用して
開業資金を確保しました。

2024年1月、兵庫県融資制度「新規開業貸付」を利用し

ました。信用保証協会のことを起業前から知っていて、

インターネットで調べていたので利用する際も安心でし

た。良い仕事をして恩返しをしたいと思っています。
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腰痛に悩む方のために、ちまたにある体操の
良いところを、理学療法士の知見をもとに組み
合わせて｢腰痛予防体操｣を考案しました。デ
イサービスの利用者の方は、イスに座ったまま
でもできるようにしています。この体操は、企業
の健康づくりのお手伝いの際にも役立つと考
えています。

〒671-1235
姫路市網干区北新在家181
theCITY網干1階
☎ 079-280-9112

株式会社Re.make

代表取締役

塩野 祐輝 氏

リ   メイク



兵庫県の風景を描いた芸術作品と作者を紹介する｢ひょうご・芸術散歩｣。
今回は、高砂港を描いた「高砂港」と、作者の小松 益喜画伯を紹介します。

工業地帯として賑わう港の様子をリアルに伝える

｢ 高 砂 港 ｣
かつて北前船の寄港地として賑わった高砂港は、昭
和の工業社会の到来と共に多数の工場が進出し、
播磨臨海工業地帯として発展しました。小松画伯の
｢高砂港｣には、工場群や三角屋根の倉庫のような
建屋を背景に運搬船が行き交う様子が活き活きと
描かれており、工業地帯として成長を遂げた同港の
姿を伝えています。遠方の工場群から聞こえて来る
機械音や運搬船のエンジン音、船底に弾かれる波
の音に重厚な機械油と濃厚な潮の香りが観る人を
包み込む素晴らしい作品です。

｢播磨富士｣の別名を持つ山

高御位山

国宝の太子堂や本堂など見どころがたくさん

鶴林寺

｢播磨富士｣と呼ばれて地元住民から
親しまれています。標高304ｍで、天
気の良い日には淡路島、四国も見渡
せます。山頂には1921年に関西初の
グライダー飛行に成功した渡辺信二
氏を顕彰する｢飛翔の碑｣があります。

1932年に銀行として建築されました。
正面中央に出入り口を設け、両脇にイ
オニア式オーダーの柱、頂部にパル
メット文様を施すなど古典主義様式
を倣った当時の小規模銀行の建築様
式を今に伝える歴史的建造物です。

昭和初期の小規模銀行の建築様式を今に伝える

高砂商工会議所
海について楽しみながら学べる文化
施設です。子どもたちの五感を刺激
するしかけも満載。０歳児も安心して
遊べる遊戯スペースもあります。

聖徳太子が慕った高句麗の恵便法師
が、排仏派の迫害から逃れるために
身を隠したと伝わっています。太子堂
や折衷様式を伝える本堂はいずれも
国宝であり、多くの歴史的建造物が
訪れる人を迎えてくれます。

０歳から楽しめる！ 海がテーマの文化施設

多木化学海洋文化センター
（加古川海洋文化センター）

江戸時代、北海道・東北・北陸と西日本を結ぶ西
廻り航路を行き交う｢北前船｣の寄港地として栄
えた歴史のある港です。港を拠点に、高砂の街に
は海運にまつわる遺構が数多く残っています。

高砂港の改修、海運業の革新に取り
組んだ工楽松右衛門の旧宅。約200
年前の建築技術を間近に見学できま
す。同人の功績を記した資料展示も。
2019年、兵庫県指定文化財（史跡）に
指定されました。

200年前の建築技術が間近に見学できる

工楽松右衛門旧宅｢北前船｣の寄港地として栄えた歴史のある港

高砂港

「高砂港」 1960年頃／神戸ゆかりの美術館蔵

高知県土佐郡旭村（現・高知市
旭元町）出身。1925年、東京美術
学校に入学、和田英作教室に学
ぶ。1930年、同校を卒業。同年、
第17回二科展に《雨の止んだ時
の風景》が初入選。1934年、義姉
のいた神戸に住み始め、旧居留
地や異人館を描くようになる。

こまつ・ますき
1904年～2002年

小松  益喜
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保 証 状 況月3令和 8 年

保 証 申 込

保 証 承 諾

保証債務残高

代位弁済（元利）

件　数 金　額前年比 前年比 件　数 金　額前年比 前年比

（単位：件、百万円、%）

当 月 中 当 期 中

実際回収（元損）

2,649

2,511

－

173

－

113.2

108.5

－

137.3

－

45,144

42,347

－

1,971

430

118.2

114.7

－

101.5

94.7

24,141

22,575

125,481

2,249

－

99.4

97.3

99.9

104.0

－

406,065

374,980

1,574,954

27,297

7,865

96.5

95.0

95.0

107.7

124.8

1,000
500

2,000

3,000

5,000
4,500

3,500

2,500

1,500

4,000

（単位：百万円）
事故報告

（単位：百万円）
代位弁済（元利）

10,000

20,000

30,000

50,000

40,000

（単位：百万円）

3月の保証承諾は2,511件（前年同月比8.5％増）、42,347百万円（同
14.7％増）となり、前年同月と比べ、件数で197件、金額で5,439百万円上
回った。また、保証申込は2,649件（同13.2％増）、45,144百万円（同
18.2％増）となり、前年同月と比べ、件数、金額ともに上回った。

保証承諾

1月
令和8年

25,604

令和7年

22,513

2月
令和8年

26,692

令和7年

26,378

3月
令和8年

42,347

令和7年

36,909

0

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

（単位：百万円）

3月末の保証債務残高は、125,481件（前年同月比0.1％減）、1,574,954
百万円（同5.0％減）となり、前年同月と比べ、件数、金額ともに下回った。

保証債務残高

1月
令和8年

1,588,821

令和7年

1,667,702

2月
令和8年

1,578,644

令和7年

1,659,213

3月
令和8年

1,574,954

令和7年

1,658,232

3月の事故報告受付は、275件（前年同月比28.9％減）、3,308百万円（同
29.8％減）となり、前年同月と比べ、件数は112 件下回り、金額は1,405百
万円下回った。事故報告残高については、3月末で1,121件（同14.6％
減）、13,158百万円（同12.0％減）となり、前年同月と比べ、件数、金額とも
に下回った。

1月
令和8年

2,794

令和7年

3,571

3月
令和8年

3,308

令和7年

4,713

500

1,000

2,000

1,500

2,500

3,500

3,000

3月の代位弁済は、173件（前年同月比37.3％増）、1,971百万円（同
1.5％増）となり、前年同月と比べ、件数は47件上回り、金額は29百万円
上回った。

1月
令和8年

2,072

令和7年

2,584

2月
令和8年

2,488

令和7年

2,184

3月
令和8年

1,971

令和7年

1,941

0

1,000,000

2月
令和8年

2,381

令和7年

3,211

0
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信用保証をご利用できる方
以下①～④のいずれにも該当している事業者の方が信用保証をご利用できます。

業種・営業形態などにより、ご利用いただけない場合もございます。
詳しくは、当協会窓口までお問い合わせください。

①資本金または従業員数のいずれかが、右表の企業基準に該当していること。
　特定非営利活動法人（NPO法人）の場合は、従業員数（製造業等：300人以下、卸売業・サー
ビス業：100人以下、小売業・飲食業：50人以下）が該当していること。
②個人の場合は、兵庫県内に住居、事務所または営業所を有し、事業を営んでいること。
　法人の場合は、兵庫県内に本店または事業所を有し、事業を営んでいること。
③許認可等を必要とする事業の場合は、当該事業に係る許認可等を申込人名義で
　受けていること。
④事業上必要とする運転資金または設備資金であること。

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません。 
第三者が介在・介入する申込はお断りします。

兵庫県信用保証協会のネットワーク

788

みずほ銀行

姫路女学院高校

県姫路総合庁舎

本　　　所： （代表）
神戸事務所：

神戸阪急

法務局・ハローワーク

但馬銀行

県加古川総合庁舎

※1 建設業、運送業、不動産業、旅行業を含みます。
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製

造業を除きます。

業　種 資本金 従業員数

3億円以下

3億円以下

1億円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

3億円以下

製造業等 ※1

卸売業
小売業・飲食業
サービス業

医療法人等

ゴム製品製造業 ※2

ソフトウェア業
情報処理サービス業
旅館業

300人以下

900人以下

100人以下

50人以下

100人以下

200人以下

300人以下

300人以下

国家戦略特区において商工業とともに農業を営む方も信用保証をご利用
いただけます。

当協会はサンテレビの情報番組「あんてなサン」の番
組スポンサーをしています

ご希望の方に保証時報を毎月送付いたします（送料は
当協会が負担）。 ご希望の方は総務企画部企画調整課
（☎ 078-393-3922）までお申し出ください。

保証時報の送付について

● 女性企業家の皆さまへ
女性企業家相談窓口 ☎  078-393-3910

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● 事業承継をお考えの皆さまへ
事業承継相談窓口 ☎  078-393-3962

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● これから事業を開始する皆さまへ
創業準備相談窓口 ☎  078-393-3912

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● 事業経営全般に関する相談について
経営サポート相談窓口 ☎  078-393-3969

 (経営支援部 再生発展支援課内)

あんてなサン （サンテレビ）
毎週日曜日／22時～22時30分放送

お客様総合相談室
大 瀧 室 長 TEL 078-393-3905

経営支援部

本所・事務所・支所のお客様総合相談窓口

佐 藤 副 部 長 TEL 078-393-3920

TEL 078-393-3909

TEL 078-393-3915

TEL 06-6411-4133

TEL 079-289-3611

TEL 0796-22-5171

TEL 0799-22-4493

TEL 0795-22-6775

TEL 079-424-1105

按 田 副 所 長

中 元 副 所 長

小 川 次 長

和 田 次 長

兼 田 次 長

奥 田 副 所 長

三 宅 副 所 長
（保証相談一課、二課、三課）

松 田 副 所 長
（調整相談一課、二課）

代位弁済後のご返済等に関する
お客様総合相談窓口

岩 永 副 部 長 TEL 078-393-3914


	H01-04
	P01_02
	P03_04
	P05_06
	P07_08
	P09_10

